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本調達案件は、押印等の省略を図るため、電子調達システム（政府電子調達（Ｇ

ＥＰＳ））の電子入札機能を利用した入開札手続きを原則とする。なお、事業者の都

合により、やむを得ない場合は、紙による入開札手続きを取ることも可能とする。 

URL https://www.geps.go.jp/ 

 

 

 

内閣府大臣官房会計課 

 

 

 

 



目     次 

 

１．契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

２．競争入札に付する事項 

３．競争の方法 

４．競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

５．入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所 

６．入札説明会の日時及び場所 

７．技術等提案書等の提出期限及び場所 

８．入札及び開札の日時及び場所 

９．入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

10．入札保証金及び契約保証金 

11．入札書の記載方法等 

12．入札書の提出方法等 

13．入札の無効 

14．開札 

15．契約書作成の要否及び契約条項 

16．落札者等の決定方法 

17．その他 

18．問い合わせ先 

 

別記様式１  入札書 

別記様式２  委任状 

別記様式３  契約書（案） 

別紙     暴力団排除に関する誓約事項 

仕様書 

技術等提案要領 

 



  

入  札  説  明  書 

 

１．契約担当官等の氏名及びその所属する部局の名称並びに所在地 

（１） 契約担当官等  支出負担行為担当官 

内閣府大臣官房会計担当参事官  山本 元一 

（２） 所属する部局  内閣府大臣官房会計課 

（３） 所 在 地  〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 

 

２．競争入札に付する事項 

（１） 件 名  令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリン

グ調査業務 

（２） 仕 様 等  仕様書（別紙）のとおり 

（３） 契約条項  契約書（案）（別記様式３）のとおり 

（４） 契約期間  令和４年１０月２６日から令和５年３月２４日まで 

（５） 履行場所  仕様書のとおり 

 

３．競争の方法 

 一般競争入札（総合評価落札方式）による。 

 

４．競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１） 予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保

佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限

りではない。 

（２） 予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３） 令和４・５・６年度の内閣府競争参加資格審査（全省庁統一資格）において「役務の提供

等（調査・研究）」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤの等級に格付けされている者であること。 

（４） 内閣府本府における物品等の契約に係る指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けてい

る期間中の者でないこと。 

 

５．入札書等の提出場所、契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所 

〒100-8914 東京都千代田区永田町１－６－１ 

       内閣府大臣官房会計課契約第３係 

 

６．入札説明会の日時及び場所 

開催しない 

 

７．技術等提案書等の提出期限及び場所 

（１） 提出期限  令和４年１０月１７日（月） 正午 

（２） 場  所  内閣府地方創生推進事務局 

住所：東京都千代田区永田町１－６－１ 中央合同庁舎第８号館７階７１６

号室 



本入札に参加を希望する者は、技術等提案書を電子調達システム（政府電子調達（以下、「ＧＥＰ

Ｓ」と言う））の電子入札機能により提出し、担当部局の承認を受けること。 

上記の方法によりがたい場合は、上記に示す場所まで郵送等により提出することができる（提出期

限までに必着）。郵送等による提出の際、技術等提案書は封筒に入れ封し、かつその封皮に入札件名

及び「技術等提案書在中」と記載すること。 

ＧＥＰＳの電子入札機能により資料等を提出する場合は、当該システムで定める証明書等の提出

手続きにより、上記期限までに提出すること。 

また、技術等提案書の提出についてカタログ等を添付する場合など当該システムで提出できない

場合はカタログ等を含め郵送等により提出することができる。その場合は、システムの仕組み上、

入札書をＧＥＰＳにて提出するために、技術等提案書を郵送等にて提出したことを記した書類等を

電子ファイルにしてＧＥＰＳの電子入札機能により提出しておくこと。 

なお、通信状況により、提出期限までに当該システムに技術等提案書が到着しない場合があるの

で、余裕をもって提出すること。 

 ※審査結果は令和４年１０月２１日（金）までに全者へ通知する。 

 

８．入札及び開札の日時及び場所 

令和４年１０月２５日（火) 午後４時  内閣府庁舎１階 第一入札室 

ＧＥＰＳの電子入札機能による入札の場合には、上記日時までに当該システムに定める手続に従

い、入札書を提出しなければならない。（上記の入札会場にて、入札書を持参のうえ直接提出する場

合は、開札執行日時までに入札会場に入室しておくこと。また、開札日時前に持参のうえ提出する

場合（入札会場に入室しない場合）は、上記開札執行日時までに、支出負担行為担当官宛に提出す

ること）通信状況により執行時刻までに当該システムに入札書が到着しない場合があるので、余裕

を持って入札すること。 

なお、システムの仕組み上、入札書をＧＥＰＳの電子入札機能を用いて提出する場合には、７.の

技術等提案書等もシステムを利用して提出しておく必要があるので注意すること。技術等提案書の

合否判定が終了しないとシステム上に入札書の登録ボタンが表示されないので内閣府から合格判定

を受け取った後、システムに入札書を登録すること。（技術等提案書等が多量の場合は、証明書等を

いったん紙媒体で提出のうえ、証明書等の受領期限までに送り状（紙媒体で提出したことを記した

書面（様式自由、連絡先の記載必須））を、システムを利用して提出することも可とする。） 

また、入札書（別記様式１）を郵送する場合は、令和４年１０月２５日（火)午前９時３０分まで

に上記５の場所に必着のこと。 

※郵便による入札を行う場合は、「18.問い合わせ先」にある会計課契約第３係まで郵送による入

札の旨電話連絡を行うこと。 

 

９．入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

 日本語及び日本国通貨に限る。 

 

10．入札保証金及び契約保証金 

 免除する。 

 

11．入札書の記載方法等 

（１） 令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業



務について調達を行うものとする。 

（２） 入札者は、当該調達に要する一切の費用を含む総価を見積るものとする。 

（３） 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額

とする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

（４） 入札参加者は、入札書（別記様式１）に次に掲げる事項を記載しなければならない。 

①入札金額 

②件 名 

③入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名に加え、事業責

任者並びに担当者の氏名、連絡先（代表者と同じ場合は氏名のみで可）を記載すること）。

また、代理人等をして入札させるときは、上記に加え、その代理人等の氏名も記載するこ

と。 

 

12．入札書の提出方法等 

（１） 入札参加者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読のうえ、入札しなけれ

ばならない。この場合において入札説明書等について疑義があるときは関係職員の説明を求

めることができる。 

また、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札参加者は、当該システム操作マニュアルを熟読

のうえ、入札すること。 

ただし、入札後はこれらの不明を理由として異議を申し立てることはできない。 

（２） 入札参加者は、ＧＥＰＳの電子入札機能により入札すること。上記によりがたい場合は別

記様式１を参照の上作成し、直接又は郵便（書留郵便に限る。）により提出しなければならな

い。 

（３） 入札書を直接提出する場合は、封筒に入れ封し、かつ、その封皮に入札件名及び入札日時

を記載しなければならない。 

（４） 書留郵便をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし表封筒に「入札書在中」の旨を

朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、支出負担行為担当官あてに親展により入

札書の提出期限までに提出しなければならない。 

（５） 入札参加者は、提出した入札書を引換え変更又は取消しすることができない。 

（６） 入札参加者は、技術等提案書等提出時及び入札書提出時において、最新の資格審査結果通

知書（全省庁統一資格）の写しを一緒に提出しなければならない。 

また、代理人をして入札させるときは、入札書提出時において、その委任状（別記様式２）

を一緒に提出しなければならない。ただし、ＧＥＰＳの電子入札機能による入札をする場合、

当該システムで定める利用者申請の手続きをもってこれに代えることができるものとする。 

（７） 入札参加者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をすることができな

い。 

（８） 入札参加者は、ＧＥＰＳ等により入札書の提出をしたことをもって別紙「暴力団排除に関

する誓約事項」に誓約したものとする。代理人をして入札した場合においても同様とする。 

 

13．入札の無効 



次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 

（１） 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書 

（２） 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 

（３） 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正に係る署名のないもの 

（４） 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書 

（５） 明らかに連合によると認められる入札書 

（６） 同一の入札について、２通以上提出された入札書 

（７） 前記 12－（７）に違反した入札書 

（８） 入札公告に示した日時までに到着しない入札書 

（９） 入札公告により一般競争参加資格審査申請書及び指名を受けるための関係書類を提出した

ものが、競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けるこ

とを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開札日時

までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札書 

 

14．開札 

（１） 開札は、原則としてＧＥＰＳにて行う。入札者又はその代理人を立会わせて行う。ただし、

入札者又はその代理人が立会わない場合は、入札事務に関係ない職員を立会わせて行う。 

（２） ＧＥＰＳの電子入札機能による入札参加者の立会いは不要であるが、開札時刻には当該シ

ステムを利用している端末の前で待機すること。 

（３） 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

（４） 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格を下回る価格が

ないときは、直ちにＧＥＰＳの電子入札機能における再入札通知書により再入札の時刻（目

安として１５分程度後）を示し、再入札を行うものとする。その時刻までに、当該システム

による入札参加者の入札書が届かない場合は、辞退の入札をしたことと見なすので注意する

こと。 

ただし、再度の入札をしても落札者がないときは、入札を取りやめることがある。この場

合、異議の申し立てはできない。 

 

15．契約書作成の要否及び契約条項 

（１） 契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

契約書の作成は、ＧＥＰＳ上で行う。電子契約書締結には開札の日時までに電子事業者登

録を完了させる必要があるため注意すること。なお、電子契約書の作成を希望しない場合は、

その旨申し出ること。 

（２） 契約条項は、契約書（案）のとおりとする。 

なお、ＧＥＰＳ上で契約書を作成する場合には、別途電子契約書の条項による。 

（３） 契約金額は、落札価格（前記 11－（３）参照）とする。 

 

16．落札者等の決定方法 

（１） 予算決算及び会計令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、技術等の

要求要件のうち必須とされている項目の最低限の要求要件を全て満たしている者の中から総 

合得点（入札価格に対する得点及び技術等の評価に対する得点の合計）が最も高い者を落札

者とする。 



入札価格に対する得点とは、入札価格を予定価格で除して得た値を一から減じて得た値に

入札価格に対する得点配分（技術等の要求要件のうち履行体制等の価格と同等に評価できる

項目の得点配分と等しい）を乗じて得た値とする。 

技術等の評価に対する得点とは、技術等評価表に基づき得られた値とする。 

（２） 落札者となるべき者が二人以上ある時は、直ちにくじを引かせ、落札者を決定するものと

する。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務

に関係ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。 

 

17．その他 

（１） 技術等提案書等について 

① 入札参加者は、本業務に関する専門的知識、技術及び創意等を示す技術等提案書を、上

記７の技術等提案書等提出期限までに提出しなければならない。 

   ② 技術等提案書等の提出は、別紙「技術等提案要領」のとおり行うこととする。 

③ 技術等提案書等の作成に要する費用は提出者の負担とする。 

   ④ 支出負担行為担当官等から、提出された資料に関して説明を求められた場合には、それ

に応じなければならない。 

   ⑤ 支出負担行為担当官等は、提出された書類を本件以外に提出者に無断で使用することは

無い。 

   ⑥ 一旦受領した書類は返却しない。 

   ⑦ 一旦受領した書類の差替え及び再提出は認めない。 

   ⑧ 技術等提案書は封筒に入れ封印し、かつその封皮に入札件名及び「技術等提案書在中」

と記載すること。 

（２） 最も高い総合得点を獲得した入札者の入札価格が予定価格の１０分の５を乗じて得た値を

下回った場合は、低入札価格に関する確認を実施する。 

（３） 確認の対象となる入札者は、入札理由・入札価格の積算内訳・手持ち案件の状況・履行体

制・国及び地方公共団体等における契約の履行状況について、資料提出及びヒアリング等に

協力しなければならない。 

（４） 落札者は、落札後速やかに入札金額の内訳書（種類別の単価、工数及び金額）及び代金の

請求に係る銀行口座情報を作成し、支出負担行為担当官あてに提出すること。 

（５） 入札参加業者名、入札金額、総合得点等については、ＧＥＰＳ及び外部からの問い合わせ

等に対し、公表することとする。 

（６） 落札者は、業務に関し再委託を要する場合には、落札決定後速やかに再委託申請書を提出

し承認を受けること。なお、承認前に再委託が行われないよう、事前申請の徹底を図ること。 

（７） 新型コロナウイルス感染症の感染防止等への対応として、押印等の簡略化の取り組みを行

っております。詳しくは内閣府ホームページを参照ください。 

（https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html） 

（８） 不明な点は下記 18．に問い合わせることとし、ＧＥＰＳの質問回答機能は使用しないこと。 

 

18．問い合わせ先 

（１） 入札説明書及び契約に関する事項 

内閣府大臣官房会計課契約第３係 

電話番号 ０３－５２５３－２１１１（代表）内線８２３５２ 

https://www.cao.go.jp/chotatsu/index.html


     ０３－３５８１－６００５（直通） 

（２） 仕様書に関する事項 

内閣府地方創生推進事務局 小林、柳田 

電話番号 ０３－６２５７－１４２１（直通） 

（３） 電子調達システム（政府電子調達（ＧＥＰＳ））に関する事項 

電子調達システムヘルプデスク 

電話番号 ０５７０－０００－６８３（ナビダイヤル） 

     ０３－４３３２－７８０３（ＩＰ電話等をご利用の場合） 

受付時間 ９：００～１７：３０（平日） 

ＵＲＬ  https://www.geps.go.jp/contact_us 



別記様式１ 
 

入  札  書 

 

令和  年  月  日 

 

支出負担行為担当官 

 内閣府大臣官房会計担当参事官   殿 

 

                     所 在 地 

                     会 社 名 

代表者（代理人等）氏名     （※１） 

                     業者コード№        （※２） 

 

      入札公告及び入札説明書承諾のうえ下記のとおり入札します。 

 

記 

 
  １．入札件名  令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒア

リング調査業務 

 

  ２．入札金額  金              円（総価（※３）・税抜き） 

 

 

氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス 

事業責任者：   

担 当 者：   

 

※１ 入札者本人の氏名を記載すること。 

  別記様式２－１及び２－２を使用し代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人等の

氏名を記入すること。 

※２ 業者コードは資格審査結果通知書（全省庁統一資格）に記載されている業者コードを記入す

ること。 

※３ 一切の費用を含む総価とする。 



別記様式２－１ 

 

委  任  状 

 

支出負担行為担当官 

 内閣府大臣官房会計担当参事官  殿 

 

 

 私は、               を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１．令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務

に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限 

 

 ２．１の事項に係る復代理人を選任すること 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

                     住 所             

                     会 社 名             

                     代表者氏名             

 

 

 

 

氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス 

担 当 者：   

※委任する者又は委任される者と担当者が同一の場合にも、再度担当者氏名を記入すること。 

 

 

（注） 入札会場で入札書を代理人が提出する場合に必要な書類。 



別記様式２－２ 

 

委  任  状 

 

支出負担行為担当官 

 内閣府大臣官房会計担当参事官  殿 

 

 

 私は、               を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

１．令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務

に係る契約の入札及び見積に関する一切の権限 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

                     住 所             

                     会 社 名             

                     代理人氏名             

 

 

 

 

氏名 連絡先電話番号 連絡先メールアドレス 

担 当 者：   

※委任する者又は委任される者と担当者が同一の場合にも、再度担当者氏名を記入すること。 

 

（注） 入札会場で入札書を復代理人が提出する場合に必要な書類。代表者、代理人以外の者が入

札に参加する場合に作成すること。 

 

 

 

 



 
 
別記様式３ 

契  約  書（案） 

 

支出負担行為担当官 内閣府大臣官房会計担当参事官 山本 元一（以下「甲」という。）と

○○〇〇会社名○○〇〇代表者名○○〇〇（以下「乙」という。）との間に下記条項により令和

４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務の委託

契約を締結する。 

 

記 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約の目的は次のとおりとする。 

(1) 名  称   令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及  

びヒアリング調査業務（以下「業務」という。） 

(2) 契約期間   令和４年１０月２６日から令和５年３月２４日まで 

(3) 履行内容及び履行場所 

       別紙仕様書のとおり 

 （委託金額及び経費区分） 

 第２条 業務に要する経費（以下、「委託金額」という。）は金○,○○○,○○○円（うち消費

税及び地方消費税額○○○,○○○円）とし、経費区分は下表のとおりとする。 

経費区分 委 託 金 額 

人件費 円 

事業費 円 

一般管理費 円 

    ２ 乙は、経費区分に変更（経費区分のそれぞれの額の 20％を超える場合）を加えようと

するときは、あらかじめ様式第１号による委託金額配分変更申請書を甲に提出し、その

承認を受けなければならない。 

 （他用途使用の禁止） 

 第３条 乙は、委託金額をこの委託業務以外に使用してはならない。 

 （契約保証金） 

 第４条 契約保証金の納付は免除する。 

 （契約の履行） 

 第５条 本契約の履行内容については、別紙仕様書によるものとする。 

 （権利義務の譲渡） 

 第６条 乙は、本契約により生ずる権利義務の全部又は一部を甲の承諾を得ずに第三者に譲

渡し又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施行令（昭

和 25年政令第 350号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律（平

成 10年法律第 105号）第２条第３項に規定する特定目的会社、信託業法（平成 16年法

律第 154 号）第２条第２項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合にあって

は、この限りではない。 

    ２ 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書

に基づいて、特定目的会社、信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、乙

が甲に対し、民法（明治 29年法律第 89号）第４６７条及び動産及び債権の譲渡の対抗

要件に関する民法の特例等に関する法律（平成 10年法律第 104 号）第４条第２項に規

定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議を留

めるものとする。 



 
 
    （１） 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又

は、譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

（２） 丙は、譲渡対象債権を第１項ただし書に掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに

質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 

（３） 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、履行場所の変更、契約金額の変

更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てない

ものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、

もっぱら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 

３ 第１項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合において、甲の対価

の支払による弁済の効力は、官署支出官内閣府大臣官房会計課長（以下「支出官」とい

う。）が、予算決算及び会計令（昭和 22年勅令第 165 号）第４２条の２に基づき、セン

ター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。 

（再委託の制限） 

 第７条 乙は、業務の全部又は主要部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

   ２ 業務達成のため、業務の一部を第三者に委託し又は請け負わせること（以下「再委託」

という。）を必要とするときは、乙は、あらかじめ再委託申請書（様式第２号）を、部

局長を経由して甲に提出し、その承認を受けなければならない。 

   ３ 前項の承認申請は、既に承認を受けた事項に変更を行う必要が生じた場合、又は再委

託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われる場合も同様とす

る。 

   ４ 再委託の内容が業務の主要部分でない場合（印刷製本費、リース料、翻訳料、会場借

料などの軽微な再委託である場合）は、前二項の承認を要しないものとする。 

   ５ 前三項の規定により、乙が第三者に再委託をした場合において、当該再委託先の相手

方（複数の段階で再委託が行われる場合の再委託の相手方を含む。以下同じ。）の行為

は乙の行為とみなす。また、当該再委託の相手方は、乙が負っている本契約上の義務と

同等の義務を負う。 

 （監督） 

 第８条 甲は、本契約の適正な履行を確保するため会計法（昭和 22年法律第 35号、以下「法」

という。）第 29条の 11第１項の規定に基づき甲の指定した職員をもって監督に当たら

せることができる。 

 （検査） 

 第９条 乙は、業務が終了したときは、甲又は甲の指定した職員（以下「検査員」という。）

に成果物を提出し、法第 29 条の 11 第２項の規定に基づく検査を受けなければならな

い。 

２ 検査員は、前項の報告を受けたときは、１０日以内に検査をしなければならない。 

３ 前項による検査の結果、不合格のものについては、検査員の指示に従い、遅滞なく手

直しをし、再検査を受けなければならない。 

４ 検査に要する費用は乙の負担とする。 

 （検査結果の通知） 

 第１０条 甲は、前条による検査が終了したときは速やかに乙に通知しなければならない。 

 （実績報告） 

 第１１条 乙は、前条による通知を受けたときは、速やかに様式第３号による委託業務実績報

告書（正副２部）を作成し、証拠書類を添えて、甲に提出するものとする。 

 （支払の時期） 

 第１２条 委託金額の支払は、委託業務が完了し、その額が確定した後に行うものとする。 

 （額の確定） 



 
 
 第１３条 甲は、第１１条の委託業務実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を

確認し、適当と認めたときは、委託金額を確定して乙に通知するものとする。 

   ２ 前項の委託金額の確定額は、委託業務に要した経費の実支出額と第２条に規定する

委託金額のいずれか低い額とする。 

 （請求） 

 第１４条 乙は、前条の通知があったときは、速やかに支出官に様式第４号による請求書によ

って請求するものとする。 

２ 支出官は、前項の規定による適法な支払請求書を受理したときは、その日か    

ら３０日以内に当該代金を支払わなければならない。 

 （支払遅延利息） 

 第１５条 支出官は、前条第２項の規定による期間内に当該代金の支払いが完了しない場合

は、請求金額に約定の支払期限到来の日の翌日から支払いをするまでの日数に応じ、

「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」（昭和 24年 12月大蔵省告示

第 991号）に定める率により計算して得られた額（百円未満切捨て）を遅延利息として

乙に支払わなければならない。 

 （遅延賠償金） 

 第１６条 乙は、甲の指定する期限内に業務を終了することができないと認められるときは、

速やかに甲に対し遅延の事由及び終了見込月日を明らかにした書面を提出し、甲の指

示を受けるものとする。 

   ２ 甲は前項の規定による書面の提出があったときは、審査の上指定期間後に終了する

見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして期限延長を認めるこ

とができるものとする。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙は

その事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。 

   ３ 前項に規定する遅延賠償金は、契約履行未済金額に年利３．００％を乗じて得た金額

とする。 

 （違約金） 

 第１７条 甲は、乙が本契約による履行義務を果たさなかったとき又は不正行為（第１９条に

規定する不正行為を除く。）があったときは、本契約を解除することができるものとす

る。この場合において、甲は、乙から契約金額の１００分の１０を違約金として徴収す

ることができる。 

   ２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。 

 （契約内容の変更） 

 第１８条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して業務の内容を変更し、又は業務を一部中

止し、若しくは業務の一部を打ち切ることができる。 

２ 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天変地異、法令の制定又は改廃、

その他著しい事情の変更によりこの契約に定める条件が不適当となったと認められる

場合には、協議してこの契約を変更することができる。 

３ 前二項の場合において、この契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲乙協

議して書面により定めるものとする。 

（談合等の不正行為） 

第１９条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添１「談合等の不正行為に関す

る特約条項」によるものとする。 

（暴力団排除） 

第２０条 暴力団排除に関する契約条項については、別添２「暴力団排除に関する条項」によ

るものとする。 

（危険負担） 



 
 
第２１条 第１０条に規定する検査完了通知を受理する以前に生じた損害は、すべて乙の負担

とする。 

（関係法令上の責任） 

第２２条 乙は、業務に従事する従業員に対する雇用者及び使用者として労働基準法の他、同

従業員に対する法令上の責任をすべて負い、責任をもって管理し、甲に対し責任及び迷

惑を及ぼさないものとする。 

（契約不適合責任） 

第２３条 甲は、乙に対し、成果物の種類又は品質に関して本契約の内容に適合しないもので

あるとき（ただし、甲が本契約の内容に適合しないことを本契約締結前に認識している

場合を除く）は、成果物の補修による履行の追完を請求することができる。ただし、乙

は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法によ

る履行の追完をすることができる。 

２ 前項に規定する場合において、甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その

期限内に履行の追完がないときは、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求す

ることができる。 

３ 第１項に規定する場合において、甲は、損害賠償の請求又は本契約の解除をすること

ができる。 

（秘密の保持） 

第２４条 乙及びその使用人は、本契約履行上知り得た事項を他に漏らし又は他の目的に利用

してはならない。 

（紛争の解決） 

第２５条 本契約の準拠法は日本法とする。 

２ 本契約に関する紛争については、甲と乙が協議を要するものにつき協議が整わない 

とき、又は甲と乙との間に紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

（協議） 

第２６条 この契約に関して疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、

甲乙協議の上決定するものとする。 

 

 

（補則） 

本契約を証するため本書２通を作成し、当事者が記名押印の上各自その１通を保有する。 

 

 令和４年１０月２６日 

 

甲   東京都千代田区永田町１－６－１ 

支出負担行為担当官 

内閣府大臣官房会計担当参事官 

山本 元一 

 

 

乙      ・・・・・住所・・・・・ 

            ・・・・・会社名・・・・ 

・・・・・代表者名・・・・ 

  



 
 
様式第１号 

番         号 
令和  年  月  日 

 
支出負担行為担当官 
 内閣府大臣官房会計担当参事官  殿 
 
                         （所在地） 
                         （団体名） 
                         （代表者氏名） 
                         （担当者氏名・連絡先） 
 
令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務 

委託金額配分変更申請書 

 
 令和  年  月  日付で締結した標記の委託契約について、委託費の配分を下記のとおり変

更したいので、承認されるよう申請します。 
 

記 
（単位：円） 

経費区分 当  初 
委託金額 

変更承認済

増△減額 
委 託 
現 額 

今回変更承認

申請増△減額 
改委託 
現 額 備 考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

（変更理由） 
 



 
 
 様式第２号 

番         号 
令和  年  月  日 

 
支出負担行為担当官 
 内閣府大臣官房会計担当参事官  殿 
 

                         （所在地） 

                         （団体名） 
                         （代表者氏名） 
                         （担当者氏名・連絡先） 
 
 
令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務 

委託業務再委託申請書 

 
 
（委託契約決裁時点で再委託先が決まっている場合） 
 標記委託業務の再委託を別紙のとおり行いたいので、承認されるよう申請します。 
 

又は 
 
（委託契約後に再委託申請を行う場合） 
 令和  年  月  日付で締結した標記の委託契約について、再委託を別紙のとおり行いたい

ので、承認されるよう申請します。 
 
 



 
 
（別紙） 
 
令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務 

 委託業務再委託申請書 

 
 

 
 
再委託先の住所、氏名 

 
 
 
 
 

 
 
再委託を行う業務の範囲 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
再委託の必要性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
再委託金額 

 
 
 

 



 
 
様式第３号 

番         号 
令和  年  月  日 

 
支出負担行為担当官 
 内閣府大臣官房会計担当参事官  殿 

（所在地） 
                         （団体名） 
                         （代表者氏名） 

                         （担当者氏名・連絡先） 

 
令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務 

委託業務実績報告書 

 
 令和  年  月  日付で締結した標記の委託契約について、下記のとおり業務を実施したの

で、委託契約書第１１条の規定によりその実績を報告します。 
 
１．委託事項 
 
２．委託期間 
  令和  年  月 日より令和  年  月  日 
 
３．実施状況、成果 
 
４．精算金額 
 

単位：円 
項 目 契約金額 精算額 差引額 備 考 

人件費 
事業費 
一般管理費 

    

再委託費     
合 計     

注 項目間（人件費、事業費、一般管理費）の流用を行う場合、いずれか低い額の２０％を超える

際には事前承認を必要とする。なお、一般管理費の増額は認められない。 



 
 
様式第４号 

番         号 
令和  年  月  日 

 
官署支出官 
 内閣府大臣官房会計課長  殿 
 
                         （所在地） 
                         （団体名） 
                         （代表者氏名） 
                         （担当者氏名・連絡先） 
 
 
令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務 

 

請  求  書 

 
 
令和  年  月  日付で締結した標記の委託契約について、委託契約書第１４条の規定によ

り下記金額を請求します。 
 

記 
 
          請求金額  金       円 
 
 

 
委託金額 
 

円 

 
精算金額 
 

円 

 
 
  



 
 

別添１ 

 

談合等の不正行為に関する特約条項 

 

 

（談合等の不正行為に係る解除）  

第１条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を

解除することができる。  

(１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人（乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、そ

の役員又は使用人。以下同じ。）に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第７条又は同法第８条の２（同

法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令

を行ったとき、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第７条の４第７項（同法第

８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）若しくは同法第７条の７第３項の規定

による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

(２) 乙又は乙の代理人が刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６若しくは同法第１９

８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑の容疑

により公訴を提起されたとき（乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含

む。）。  

２ 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第７条の４第７項（同法第８条の３

において読み替えて準用する場合を含む。）又は同法第７条の７第３項の規定による通知を受

けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。  

 

（談合等の不正行為に係る違約金）  

第２条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解

除するか否かにかかわらず、違約金（損害賠償金の予定）として、甲の請求に基づき、契約金

額の１００分の１０に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。  

(１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条又は同法第８条の２（同

法第８条第１号若しくは第２号に該当する行為の場合に限る。）の規定による排除措置命令

を行い、当該排除措置命令が確定したとき。  

(２) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、

当該納付命令が確定したとき。  

(３) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１８項又は第２

１項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。  

(４) 乙又は乙の代理人が刑法第９６条の６若しくは同法第１９８条又は独占禁止法第８９

条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による刑が確定したとき。  

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契

約金額の１００分の１０に相当する額のほか、契約金額の１００分の５に相当する額を違約

金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

 (１) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第７条の２第１項（同法第８

条の３において読み替えて準用する場合を含む）及び第７項の規定による納付命令を行い、

当該納付命令が確定したとき。 

(２) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

(３) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出している



 
 

とき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。  

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合にお

いて、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

  

（違約金に関する遅延利息）  

第３条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期

日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で計算した額の

遅延利息を支払わなければならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

別添２ 
 

暴力団排除に関する条項 
 
（属性要件に基づく契約解除） 

第１条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

(１) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

(２) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

(３) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (４) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ているとき 

 (５) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると 

   き 

 

（行為要件に基づく契約解除） 

第２条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

(１) 暴力的な要求行為 

(２) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(３) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(４) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為 

(５) その他前各号に準ずる行為 

 

 

(表明確約) 

第３条 乙は、前２条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当

しないことを確約する。 

 ２ 乙は、前２条各号のいずれかに該当する者（以下「解除対象者」という。）を下請負人

等（下請負人（下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再

委託以降の全ての受託者を含む。）並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して

個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。）としないことを確約する。 

 

（下請負契約等に関する契約解除） 

第４条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請

負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければな

らない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人

等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等



 
 

との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じない

ときは、本契約を解除することができる。 

 

（損害賠償等） 

第５条 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することを要しない。 

２ 乙は、甲が第１条、第２条及び前条第２項の規定により本契約を解除した場合において、

甲に損害に生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

３ 甲は、第１条、第２条及び前条第２項の規定によりこの契約の全部又は一部を解除した

場合は、契約金額（一部解除の場合は、解除部分に相当する金額）の 10％の金額を乙から

違約金として徴収するものとする。 

４ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲が

その超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

（不当介入に関する通報・報告） 

第６条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力か

ら不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、

これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入

の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとす

る。 

 



別紙 

暴力団排除に関する誓約事項 
 

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について入札書又は見積

書の提出をもって誓約します。 
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 
 また、貴職の求めに応じて当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）

ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表）

等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 
 
                    記 
 
１ 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 

(1) 契約の相手方として不適当な者 
  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である

場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体

である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 
(2) 契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 
エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 
オ その他前各号に準ずる行為を行う者 
 

２ 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 

 

３ 下請負人等（下請負人（一次下請以降の全ての下請負人を含む。）及び再受託者（再委託以

降の全ての受託者を含む。）並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締

結する場合の当該契約の相手方をいう。）が暴力団関係業者であることが判明したときは、当

該契約を解除するため必要な措置を講じます。 

 

４ 暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受

けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約

担当官等へ報告を行います。 
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仕 様 書 
 
１．件 名 

令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査

業務 
 
２．目 的 
  企業版ふるさと納税は、地方創生のプロジェクトに志のある企業の寄附を呼び込むこと

で、新たな民間資金の流れを巻き起こし、地方創生の取組を深化させていくことを狙いと

して平成 28 年度に創設された制度である。 
  令和２年度税制改正において、企業と地方公共団体の双方にとってより使いやすい仕組

みとなるよう、税額控除割合の引上げや手続の簡素化など、大幅な見直しを実施した上で、

適用期限を５年間延長したところであり、令和３年度の寄附実績は、寄附額 225.7 億円（令

和元年度：33.8 億円）、寄附件数 4,922 件（令和元年度：1,327 件）となっている。 
本業務は、令和２年度税制改正により延長された期間の中間年度における効果検証とし

て、令和２年度税制改正による拡充の効果や本制度の活用による地方創生への効果及び課

題を把握するとともに、今後の本制度のあり方を検討することを目的として、アンケート

調査及びヒアリング調査を実施し、分析を行うものである。 
 
３．業務の内容 
（１）企業向けアンケート調査の実施 
  調査対象：5,000 社程度（内訳は、寄附実績企業 3,000 社程度、その他の企業 2,000 社程

度とする。経済三団体の会員企業を中心に、規模、業種及び地域に偏りが出

ないよう受注者が抽出すること。なお、抽出にあたっては、事前に内閣府に

協議すること。） 
・令和３年度までの寄附実績企業（約 5,500 社）のリストは内閣府から提供す

るが、調査票の発送先（住所等）は受注者が調査すること。 
・経済三団体（日本経済団体連合会、経済同友会（地方経済同友会を含む）、

日本商工会議所（地方商工会議所を含む））の会員企業の抽出及び調査票の

発送先（住所等）は受注者が調査すること。 
・調査対象企業の法人番号を把握し、重複が生じないようにすること。 

最低回収数：750 社 
      ※最低回収数によらず回収率を上げるよう督促に努めること。 

  調査票：内閣府が作成したもの（エクセル形式。契約締結後提供。）を使用すること。 
  調査項目数：40 項目程度（多肢選択式及び自由記述式）を予定。 
  調査内容：企業版ふるさと納税の認知度、寄附のきっかけ、寄附を行ったことによるメ

リット、寄附を通じて構築された地方公共団体とのパートナーシップの内容、

本制度による地域貢献への意識の変化、令和２年度税制改正による拡充項目

ごとの制度活用意欲の変化、本制度の延長についての意向、寄附しなかった



2 
 

理由、今後の寄附意向などを想定している。なお、寄附したことがある企業

のみ、寄附したことがない企業のみに対する設問を設けることを想定してい

る。 
  調査方法：調査票は郵送により送付することとする。原則として返信用封筒で回収を行

うこととするが、必要に応じてウェブやメール等により回答を得ることも可

能とする。なおこの場合、事前に内閣府にその手法について了承を得るとと

もに、発送及び回収に必要な費用は受注者が負担すること。 
 
（２）地方公共団体向けアンケート調査の実施 
  調査対象：全都道府県及び全市区町村（ただし、今年度、本税制の実施主体となること

ができない地方公共団体（令和３年度普通交付税の不交付団体の都道府県及

び令和３年度普通交付税の不交付団体であって、かつその全域が地方拠点強

化税制における地方活力向上地域以外の地域に存する市区町村（東京都、23
特別区、13 市町））を除く。） 

  最低回収率：100％（なお、やむを得ない事情により、調査票の回収が困難と認められる

場合は、内閣府に事前相談の上、対応すること。） 
  調査票：内閣府が作成したもの（エクセル形式。契約締結後提供。）を使用すること。 
  調査項目数：40 項目程度（多肢選択式及び自由記述式）を予定。 
  調査内容：地域再生計画の認定申請を行った理由や行わない理由、認定申請のきっかけ、

令和２年度税制改正による拡充項目ごとの制度活用意欲の変化、寄附活用事

業の効果、本制度活用によるメリット（企業とのパートナーシップ構築等を

含む）、本制度の延長についての意向、本制度の活用促進に向けて国に行って

ほしい取組などを想定している。なお、認定申請したことがある団体、認定

申請したことがない団体のみに対する設問を設けることを想定している。 
  調査方法：メールで調査票の送付及び回収を行うこと。地方公共団体への連絡及び調査

票の送付にあたっては、内閣府が管理する一斉メールアドレスの使用を可能

とするが、各地方公共団体のセキュリティの関係でメールが不達となる場合

等における対応は受注者が行うこと。 
 
（３）ヒアリング調査の実施   
  寄附活用事業の効果及び寄附をきっかけに生まれた企業と地方公共団体との連携・協働

の取組の有無・内容等について把握するため、ヒアリング調査を実施すること。具体的に

は、（１）及び（２）のアンケート調査に回答した企業及び地方公共団体のうち、特徴的な

回答を行った企業及び地方公共団体に対して、内閣府が指示する項目について、ヒアリン

グを実施し、特徴的な事例の詳細等を取りまとめ、考察を行うこと（企業・地方公共団体

合わせて 20 団体程度を想定）。なお、ヒアリングを実施する企業及び地方公共団体の選定

にあたっては、アンケート結果の速報を内閣府に提供した上で、事前に内閣府と協議を行

い、決定することとする。ヒアリング手法については、新型コロナウイルス感染症対策等

を踏まえ、電話あるいはウェブ会議システムを用いることとし、これらに必要な費用は受
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注者が負担すること。 
なお、ヒアリング項目については、以下に例示する項目等を想定している。 

  【企業】 
    ・地方公共団体とどのようなパートナーシップが構築されたのか 
     ・本制度があったことで、企業としての地域貢献への意識や取組がどう変わったか 
  【地方公共団体】 
    ・寄附活用事業を実施したことによる効果 
     ・企業とどのようなパートナーシップが構築されたのか 
     ・企業のアイデアや知見をどのように地方創生に生かすことができたのか 
 
（４）アンケート調査及びヒアリング調査の集計・分析・報告 
  ○ アンケート調査及びヒアリング調査を集計（単純集計・クロス集計）の上、地方創

生の観点から企業版ふるさと納税制度の効果等について分析・検証を行い、その結果

を報告書（紙媒体、ワード形式及び PDF 形式の電子媒体）として提出すること。報告

書は、グラフ等を活用するなど、見易さ等に十分配慮すること。 
○ 報告書には、以下の内容を含むこと。 
 ・ 企業版ふるさと納税の効果（寄附活用事業の地方創生の進展への寄与、寄附があっ

たからこそ可能となった地方創生の取組、寄附をきっかけとした企業と地方公共団

体との連携による官民連携、本制度を通じた企業の地域貢献の意識の変化など）の

詳細かつ具体的な分析・検証、本制度の延長や制度改正を見据えたニーズの分析 
  ・ 集計結果について、平成 30 年６月、令和元年５月及び令和３年 12 月に実施した

同様のアンケート調査の結果（※内閣府から電子データで提供）と比較分析を行い、

分析結果を報告すること。 
    例えば、「企業版ふるさと納税を知っていますか。」という項目について帯グラフ

でアンケート結果をとりまとめ、過年度に実施した同様のアンケート結果との比較

分析を行い、企業版ふるさと納税に関する認知度の推移を報告すること。 
  ・ 各調査項目における「その他」欄や自由記述欄に記載された回答は、記載内容に応

じて項目ごとに類型化して傾向を示すなどの分析を行うこと。 
  ・上述したヒアリング調査に基づく特徴的な事例の詳細等を紹介するとともに分析結

果を報告すること。 
  ・ 集計・分析結果より課題点を抽出・把握し、今後の制度設計や運用改善に向けた課

題と対策について提言すること。 
  ○ 報告書の提出にあたっては、上記の内容を全て含む全体版に加え、主要な調査項目

における調査結果及び分析結果等を簡潔にまとめた概要版も併せて作成のうえ、提出

すること。   
 
（５）留意事項   
  ○ アンケートが最低回収率（数）に満たない場合は、調査対象に対して受注者が督促

を行うものとする。 
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  ○ アンケート調査期間終了から、２週間程度を目途に、アンケート結果（速報）を提

出すること。  
  〇 アンケート調査及びヒアリング調査の集計・分析の実施及び報告書の作成等にあた

っては、内閣府と協議の上、内閣府の意見を踏まえて実施すること。 
  ○ その他、業務にあたっての不明点は、内閣府と協議の上、実施すること。 
 
４．業務実施期間及びスケジュール 
（１）業務実施期間： 契約締結日 ～ 令和５年３月 24日（金） 

（２）本業務は、以下のスケジュールに従って進めること。（変更する場合は、内閣府と協議

の上、内閣府の了承を得ること。） 

  ・10 月下旬頃    契約締結、業務開始 
  ・11 月上旬頃～   アンケート調査期間（３週間程度） 
  ・12 月下旬頃   アンケート結果（速報）の内閣府への報告及びヒアリング先の選定 
  ・１月中旬頃～    ヒアリング調査期間（３週間程度）    
  ・２月中旬頃～    とりまとめ、結果分析 

・３月 24 日（金） 成果物納品、業務報告書提出、業務実施期間終了 
 
５．進捗状況報告 

本業務実施に当たり、全体作業計画書を作成し、内閣府の承認を得ること。また、当該計

画書に沿って業務遂行できているかを確認するため、内閣府に対し、進捗状況を報告する

こと。全体作業計画書を修正する必要が生じた場合は、速やかに修正を行い、内閣府の承

認を得ること。 

 
６．納入物 
（１）印刷物    ・アンケート結果（速報）：A４版 両面３０枚程度 ５部 

・業務報告書（調査・分析結果）  
全体版：Ａ４版 両面６０枚程度 １０部 
概要版：Ａ４版  両面１０枚程度 ５部 

（２）電子データ  ＣＤ－Ｒ（業務報告書（全体版・概要版）を編集可能なワード形式の電

子ファイル及び PDF 形式ファイルで収めたもの）１枚 
（３）調査票    調査で使用・回収した調査票及び集計用のローデータ 

 
＜納入場所＞   内閣府地方創生推進事務局 

          （東京都千代田区永田町 1-6-1） 
 
７．電子媒体の作成概要  

①電子媒体は、次の環境で閲覧・動作可能なこと。  
   ・OS：Windows7 以降、MacOS8.1 以降 
   ・ブラウザ：Internet Explorer4.0 以上、Microsoft Edge（最新版） 
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   ・PDF ファイル：Acrobat Reader4.0 以上 
②内閣府は、成果物の一部又は全部をホームページに掲載することができるものとする。

受注者は、この点を念頭において成果物を作成すること。  
③PDF ファイルの作成作業は、次の項目を遵守すること。 
・Acrobat の機能により目次またはしおりを作成し、目次から各文章を参照できるよう

にする。 
・フォントは埋め込みとする。 
・しおりを作成し、しおりリンクも行う。そのため開き方は「しおりパネルとページ」

にすること。ただし、分割した際に他のページのしおりが出ないよう注意する。 
・閲覧用 PDF ファイル（PDF 内掲載画像含む）は Web 掲載用としてなるべく容量を

軽くし、最適化を行うこと。特別な用途の場合はこの限りではないが、事前に相談の

こと。 
・画像のパス等不要な情報が残らないようにする。プロパティ情報（タイトル、作成者

等）には不要な情報のないよう留意し、タイトルには検索システムに対応させるた

め、正しい表記とする。 
・インターネットのバリアフリー化を考慮したコンテンツ作成をすること。見出し構

造化、画像に alt を付ける等、正しく読み上げられるよう対応すること。 
・別途指示する「内閣府 Web コンテンツ作成ガイドライン」の記載事項を遵守するこ

と。 
・詳細については、発注者と協議のうえ、指示に従うこと。 

 
８．その他  

①受注者は、業務の過程において内閣府から指示された事項については、迅速かつ的確

に実施すること。 

②調査内容等に変更があった場合には、内閣府と受注者は協議の上、減額等による契約

変更を行うものとする。 

③本件は一般競争入札（総合評価落札方式）の手続きを経て行うものであり、本仕様書

及び技術等提案書等に記載した内容については、誠実に履行すること。 

④受注者は、不測の事態により定められた期日までに業務を完了することが困難になっ

た場合には、遅滞なくその旨を内閣府に連絡し、その指示に従うこと。 

⑤業務終了後速やかに事業報告書を提出すること。また、事業報告書には、契約名、実

施期間、実施内容、実施担当者並びに作業分担、成果物の内容等を具体的に記述する

こと。 

⑥本仕様書の内容及び解釈等に疑義が生じた場合、その他に必要がある場合は、事前に

内閣府と協議し、決定・解決すること。この場合、当該協議に関する議事録を作成

し、確認を受けること。 

⑦受注者は、本事業に関連した個人情報等の取扱いについては、別記「個人情報取扱特

記事項」を遵守すること。なお、関係者等に対しメールにより連絡する場合にあって

は、他の受信者のメールアドレスが閲覧できないようＢＣＣ機能により送信するとと
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もに、添付ファイルにパスワードを付すなど、個人情報（他の受信者の個人情報以外の

情報を含む）の流失防止に万全を期すこと。 

⑧受注者は、本業務の履行に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律（平成25年法律第65号）第９条第１項に基づく「内閣府本府における障害を理由

とする差別の解消の推進に関する対応要領※」（平成27年11月２日内閣府訓令第39

号）３条に規定する合理的配慮について留意すること。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/pdf/taioyoryo.pdf  

⑨本業務実施において、調査対象者等に対し自社の宣伝又は営業目的と思われるような

行為等を禁止する。 

⑩成果物として提出した電子媒体が正しく読むことができない又はその他不適当な入力

が発見された場合には、正しく読めるように入力し直すなど補修に努めること。 

⑪その他の詳細については、内閣府の指示に従うこと。 

⑫内閣府から追加指示（仕様書記載事項以外の事項が発生の場合）がある場合には、書

面（電子メールを含む。）により行う。なお、口頭で指示した場合は、当該指示内容

を記載した書面を速やかに交付する。 

⑬受注者は、本仕様書に定めの無い事項で本業務の遂行上必要な業務等がある場合に

は、内閣府と協議のうえ、その指示（書面（電子メールを含む。））に従うこと。 

⑭前記⑫又は⑬の場合における追加の指示又は業務等は、本仕様書の記載事項とみな

す。この場合において、新たに経費が発生する場合は、内閣府と受注者の間で協議の

うえ、決定する。 

 

９．著作権等 

①本業務の遂行により生じた著作権（著作権法第27条及び28条に定められた権利を含

む。）は、全て内閣府に譲渡するものとする。ただし、受注者は、本契約履行過程で

生じた成果物に関し、著作権を自ら使用又は第三者に使用させる場合には、内閣府と

別途協議することとする。なお、受注者は、内閣府に対し、一切の著作者人格権を行

使せず、また、第三者に行使させないものとする。 

②第三者が権利を有する著作物（写真等）を使用する場合には、著作権、肖像権等に厳

重な注意を払い、当該著作物の使用に関して一切の手続を受注者において行うものと

する。 

③本仕様書に基づく業務に関し、第三者との間で著作権に係る権利侵害の紛争等が生じ

た場合は、当該紛争等の原因が専ら内閣府の責めに帰する場合を除き、受注者は自ら

の責任と負担において、一切の処理を行うものとする。 

 

10．機密保持等 

①受注者は、本契約に関連する作業等で知り得た情報を本契約の目的以外に使用又は第

三者に開示若しくは漏えいしてはならないものとし、そのために必要な措置を講ずる

こと。なお、当該情報を本契約以外の目的に使用又は第三者に開示する必要がある場

合には、事前に内閣府の承認を得ること。 
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②受注者の責任に起因する情報の漏えい等により損害が発生した場合は、それに伴う弁

済等の措置は、すべて受注者が負担すること。 

③この項目について受注者は、契約期間の終了後においても同様とする。 

 

11．仕様書に関する問い合わせ先 

内閣府地方創生推進事務局 

担当 小林、柳田 

電話  03-6257-1421 
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【別記】 

個人情報取扱特記事項 

 

 

（個人情報保護の基本原則） 

１ 受注者は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第２条第

１項に規定するものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約に基づく業務

を実施するに当たり、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正かつ適

法 に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

２ 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、

又はこの契約の目的以外の目的に使用してはならない。 

この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（業務従事者への周知） 

３ 受注者は、直接的であるか間接的であるかを問わず、受注者の指揮監督を受けてこの契

約による業務に従事している者（以下「業務従事者」という。）に対して、在職中及び退職

後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、

又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護を徹底し、ま

た、周知しなければならない。 

 

（適正な安全管理） 

４ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報の漏えい、滅失、改ざん、又は損傷の

防止その他の個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。ま

た個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内

容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等

の匿名化等の措置を行わなければならない。 

 

（再委託の制限等） 

５ 受注者は、発注者が承認した場合を除き、個人情報の取り扱い業務を再委託してはなら

ない。また、再委託する場合にあっては、受注者は、再委託先（再委託先が委託先の子会社

（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）である

場合も含む。）への必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
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（収集の制限） 

６ 受注者は、この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは、当該業務の目的を

達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

７ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知

り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはな

らない。 

 

（複写、複製の禁止） 

８ 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、この契約に基づく業務に関して知

り得た個人情報を複写し、又は複製してはならない。 

 

(安全管理の確認) 

９ 発注者は、受注者が取り扱う個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜

確認することとする。また、発注者は必要と認めたとき、受注者に対し個人情報の取り扱

い状況について報告若しくは資料の提出を求め、又は受注者が個人情報を取り扱う場所

で、当該取扱状況を検査することができる。 
発注者は、委託する業務に係る個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて、受注

者における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について、少なくとも年１回以

上、原則として実地検査により確認するものとする。 

 
（業務従事者の監督） 
10 受注者は、業務従事者に対し、在職中又は退職後においても、 個人情報に関する秘密

保持義務を負わせるとともに、その目的外利用を禁止するものとする。 
受注者は、本件業務の遂行上、実際に個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定する

ものとし、当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
受注者は、業務従事者が退職する場合、当該業務従事者に対し、退職後の秘密保持義務

に関する誓約書の提出を求めるなど、在任若しくは在職中に知り得た全ての個人情報の返

還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。 
 
（改善の指示） 
11 発注者は、報告、資料の提出又は実地検査の結果、受注者において個人情報の安全管理

措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を書面により通

知かつ説明した上で、安全管理措置の改善を要請することができるものとする。 
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受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行

わなければならない。 
 

（廃棄等） 

12 受注者は、この契約に基づく業務に関して知り得た個人情報について、発注者から指示

があったとき又は保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに発注者への返却、

廃棄又は消去（以下「廃棄等」という。）しなければならない。なお、受注者がこの契約に

基づく業務に関して知り得た個人情報の廃棄等を行った場合には、発注者に対して、速や

かにその旨を書面で報告するものとする。 

 

（事故発生時における報告） 

13 受注者は、この契約に基づく個人情報に関する事項に違反する事態が生じ、又はおそれ

がある場合は、直ちに発注者へ報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 

 

（違反した場合の措置） 

14 発注者は、受注者が本特記事項に違反した場合は、催告なく直ちに契約を解除すること

ができるとともに必要な措置（損害賠償請求を含む。）を求めることができる。 

 

 

 



技術等提案要領 

１．件名 

令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリン

グ調査業務 
 

２．提出書類 

（１） 技術等提案書 

   ① 提案内容は仕様書の作業内容、技術等評価表等と整合性のとれたものとすること。 

② 会社名、代表者役職及び氏名、住所、担当者氏名、所属、役職、電話番号、FAX番号、

E-mailを記入すること。 

③ 業務内容の一部を他業者に委託、請負等させる場合は、対象業務の範囲、その必要 

性・合理性及び相手先名称・住所を明記すること。 

（２） 一般競争入札参加の資格審査結果通知書（全省庁統一資格）（写） 

（３） 過去に行った類似の調査・分析の実績が分かる書類の写し 

（例：件名、発注者、受注者、契約金額等が分かる契約書の写し） 

※類似の調査・分析とは：国や地方公共団体の施策の類型化や分析に関する調査等 

（４）ワークライフバランス等に関する認定書の写し 

 ※該当する場合のみ 

（５）従業員への賃金引上げ計画の表明書（別紙１の１もしくは別紙１の２） 

※該当する場合のみ 

（６）賃金引上げ計画の達成について（別紙２） 

 ※該当する場合のみ 

 

３．提出部数 

２．（１）  ７部 

２．（２） ２部 

２．（３） ２部 

２．（４） ２部 

２．（５） ２部 

２．（６） ２部 

 

４．提出期限 

令和４年 10 月 17日（月） 12:00まで 

５．提出先 

内閣府地方創生推進事務局 

担当：小林、柳田 

住所：東京都千代田区永田町１－６－１ 合同庁舎８号館 7階 716号室    

電話：０３－６２５７－１４２１ 

 

６．技術等審査結果の通知 

提出された技術等提案書については、技術等評価表に基づき厳正に審査を行う。 

審査結果は令和４年 10 月 21 日（金）までに合格又は不合格の通知を行い、不合格の場合 

はその理由を付することとする。 

合格した者は、入札説明書に従って手続きを行うこと。 

 

７．その他 

（１） 提出された技術等提案書は審査後も返却は行わない。 

（２） 落札の成否を問わず、技術等提案書の作成に要する費用は負担しない。 

８．問い合わせ先 

内閣府地方創生推進事務局 

担当：小林、柳田 

電話：０３－６２５７－１４２１ 



FAX ：０３－３５８１－８８０８ 

※問い合わせは、文書名、項目及び質問内容を明記したＦＡＸを送信の上、電話で連絡す 

ること。回答については、メールを送信の上、電話で連絡を行う。 



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、 
①：○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度） 

 

②：○年 

において、給与等受給者一人あたりの平均受給額を対前年度（又は対前年）増

加率３％以上とすること 

③：を表明いたします。 
  
④：従業員と合意したことを表明いたします。 

 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○（※）とい

う方法によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
 
※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対し

て明示していること等 
 
 



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

（留意事項） 
１．①又は②及び、③又は④については選択してください。 
２．押印について、提案書を GEPS で提出する場合は、写し（スキャンデータ）

での提出も可とします。 
３．大企業、中小企業について、「中小企業」とは法人税法における定義である

単に「資本金１億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業

とします。 
４．事業年度により賃上げを表明した場合（上記１．の①）には、表明書どおり

の賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該

事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに大臣官房会計課に提

出してください。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の

「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」  

を「４期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより

行います。 

５．暦年により賃上げを表明した場合（上記１．の②）においても、表明書どお

りの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに大臣官房会計課

に提出してください。 
確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の

源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」

欄を「人員」で除した金額により比較することにより行います。 

６．上記書類（上記４及び５）により賃上げ実績が確認できない場合であっても、

税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績

を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙２「賃金引

き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができ

ることとします。 

７．上記４、５、６による確認において表明書に記載した賃上げを実行していな

い場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総

合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合＋1％
を技術点から減点するものとします。仮に技術点 100 点の場合で本取組によ

る加点割合が 5％（５点）の場合は 6 点（６％）を減点されることになります。 
８．上記７．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告



 
（別紙１の１）                             【大企業用】 
 
 

が行われる調達（他省庁含む）に参加する場合に行われることとなります。た

だし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるた

め、減点措置開始時に当該事由を確認した大臣官房会計課により適宜の方法

で通知するものとします。 
９．下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する

書類（※）とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記７の

減点措置を課さないこととします。 
(1) 自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な

災害（火災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の

遂行が一定期間不可能となった場合 
(2) 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合 
(3) 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価

の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など 
※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定

していますが、これに限りません。 
10．経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を

受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。 



 
（別紙１の２）                          【中小企業等用】 
 

従業員への賃金引上げ計画の表明書 
 
 
当社は、 
①：○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの当社事業年度） 

 

②：○年 

において、給与総額を対前年度（又は対前年）増加率１．５％以上とすること 

③：を表明いたします。 

 
 ④：従業員と合意したことを表明いたします。 
 
令和 年  月  日 
 株式会社○○○○ 

 （住所を記載） 

 代表者氏名 ○○ ○○   

 

 

 

 

 上記の内容について、我々従業員は、令和○年○月○日に、○○○(※)という

方法によって、代表者より表明を受けました。 

 

 

令和 年  月  日 

 株式会社○○○○ 

 従業員代表          氏名 ○○ ○○  印 

 給与又は経理担当者      氏名 ○○ ○○  印 

 
※事業計画を策定し、計画中に賃上げの実施を記載するといった、従業員に対し

て明示していること等 
 
 
 
 



 
（別紙１の２）                          【中小企業等用】 
 

（留意事項） 
１．①又は②及び、③又は④については選択してください。 
２．押印について、提案書を GEPS で提出する場合は、写し（スキャンデータ）

での提出も可とします。 
３．大企業、中小企業について、「中小企業」とは法人税法における定義である

単に「資本金１億円」以下の企業を、その中小企業以外の企業をさして大企業

とします。 
４．事業年度により賃上げを表明した場合（上記１．の①）には、表明書どおり

の賃上げを行ったか確認を行いますので、「法人事業概況説明書」を事業当該

事業年度及びその前年度における同書を作成後速やかに大臣官房会計課に提

出してください。 
  なお、法人事業概況説明書を作成しない者においては、税務申告のために作

成する類似の書類（事業活動収支計算書）等の賃金支払額を確認できる書類を

提出してください。 
確認方法は賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の

「「10主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」

の金額を比較することにより行います。 

５．暦年により賃上げを表明した場合（上記１．の②）においても、表明書どお

りの賃上げを行ったか確認を行いますので「給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表」を当該年及びその前年の同表を作成後速やかに大臣官房会計課

に提出してください。 
確認方法は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「１給与所得の

源泉徴収票合計表（375）」の「○Ａ俸給、給与、賞与等の総額」の「支払金額」

の金額を比較することにより行います。 

６．上記書類（上記４及び５）により賃上げ実績が確認できない場合であっても、

税理士又は公認会計士等の第三者により加点される基準と同等の賃上げ実績

を確認することができる書類であると認められる書類等及び別紙２「賃金引

き上げ計画の達成について」を提出することで、上記書類に代えることができ

ることとします。 

７．上記４及び５による確認において表明書に記載した賃上げを実行していな

い場合又は上記確認書類を提出しない場合においては、当該事実判明後の総

合評価落札方式による入札に参加する場合、当該入札において加点割合＋1％
を技術点から減点するものとします。仮に技術点 100 点の場合で本取組によ

る加点割合が 5％（５点）の場合は 6 点（６％）を減点されることになります。 
８．上記７．による減点措置については、減点措置開始日から１年間に入札公告

が行われる調達（他省庁含む）に参加する場合に行われることとなります。た



 
（別紙１の２）                          【中小企業等用】 
 

だし、減点事由の判明の時期により減点措置開始時期が異なることとなるた

め、減点措置開始時に当該事由を確認した大臣官房会計課により適宜の方法

で通知するものとします。 
９．下記のような自らの責によらない場合で、かつ、その事実を客観的に証する

書類（※）とともに従業員が署名した理由書の提出があった場合は、上記７の

減点措置を課さないこととします。 
(1) 自然災害（風水害、土砂災害、地震、津波、噴火、豪雪等）や人為的な

災害（火災等）等により、事務所、工場、主要な事業場等が被災し、事業の

遂行が一定期間不可能となった場合 
(2) 主要な取引先の倒産により業績が著しく悪化した場合 
(3) 資材の供給不足等により契約履行期限の延期等が行われ、契約上の代価

の一部を受領できず資金繰りが著しく悪化した場合など 
※「事実を客観的に証する書類」とは、罹災証明や契約書類の写し等を想定

していますが、これに限りません。 
10．経年的に本制度に参加する場合、賃上げ表明を行う期間は、前年度に加点を

受けるために表明した期間と重ならないようにしてください。 
 
 



（別紙２） 

賃金引上げ計画の達成について 

 

私は、〇〇株式会社が、令和○年度（令和○年○月○日から令和○年○月○日までの〇〇

株式会社の事業年度）（又は○年）において、令和〇年〇月〇日付け「従業員への賃金引上

げ計画の表明書」と同等の賃上げを実施したことを別添書類によって確認いたしました。 

 

 

（同等の賃上げ実績と認めた評価の内容） 

 

（記載例１） 評価対象事業年度においては、〇人の従業員が退職する一方、〇人の新卒採

用者を雇用することになり、給与支給総額が〇％増加にとどまったものの、継続雇用してい

る〇人の給与支給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上げを実行したもの 

と認めました。 

 

（記載例２） 評価対象の前事業年度は災害時の応急対策に従事すること等による超過勤務

手当が多く発生した（対前年度〇％増加）が、評価対象年度においてはその対応がなかった

ため、超過勤務手当は〇％減と大きく減少した。これらの要因により、給与支給総額は 

○％の増加にとどまったものの、基本給総額は〇％増加していたため、表明書と同等の賃上

げを実行したものと認めました。 

 

 

 

令和 年 月 日 

（住所を記載） 

（税理士又は公認会計士等を記載） 氏名 ○○ ○○ 

 

 

（添付書類） 

・〇〇〇 

・〇〇〇 



入札参加者

担当者

住　　所

その他

役　　職

会 社 名

代表者役職及び氏名

令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査
業務

Ｅ-mail

所属（部署名）

ＦＡＸ番号

電話番号
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１．業務実施方針等に関する事項



発注者

２．組織・業務従事者の経験・能力

契約年月 概要調査業務名

①　組織の類似業務の経験

類似調査の実績

発注者名

③業務従事者の経験・実施能力

概要契約年月
氏名

調査名

②組織としての実施能力



大企業
事業年度において、対前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以
上増加させる旨、従業員に表明していること。
※別紙「従業員への賃金引上げ計画の表明書（大企業用）」を提出すること。

中小企業等
事業年度において、対前年度比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表
明していること。
※別紙「従業員への賃金引上げ計画の表明書(中小企業等用）を提出すること。

くるみん認定（R4.4.1以降の基準）を受けている

青少年の雇用の促進に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定関係

ユースエール認定を受けている

トライくるみん認定を受けている

くるみん認定（H29.4.1～R4.3.31までの基準）を受けている

４．賃上げの実施を表明した企業等
・以下項目に該当する場合は、別紙表明書を添付してください。

プラチナくるみん認定を受けている

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に
基づく認定（えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業）を受けている

労働時間の働き方に係る基準を満たしている

第1段階目の認定を受けている

第2段階目の認定を受けている

プラチナえるぼしの認定を受けている

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主
（常時雇用する労働者の数が300人以下のもの）であって、計画期間が満
了していない行動計画を策定している。

第3段階目の認定を受けている

次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定関係

くるみん認定（H29.3.31以前の基準）を受けている

３．ワークライフバランス等の推進に関する取組
・各項目において○・×を記載するとともに、認定証等の証明できるものの写しを添付してください。

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定
企業・プラチナえるぼし認定企業）関係



令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及び 

ヒアリング調査業務 提案書評価要領 
 

 

１ 入札価格の評価 

  入札価格の評価については、次のとおりとする。 

入札価格の得点は、入札価格を予定価格で除して得た値を 1 から減じた値に入

札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。 

 

 入札価格点＝価格点の配分×（１－（入札価格÷予定価格）） 

 

 

２ 技術等の評価方法 

（１）必須の要求要件の確認 

提出された提案書は、記述された内容が評価表の基礎点及び提案書作成要領に定

める要件を満たしている場合、「合格」とし、総合評価基準に基づく評価を行う。 

なお、各要求要件の確認に当たっては、文書による意思表示だけにとどまり、根

拠・実現方法等が不明瞭であるものは「不合格」とする場合がある。 

 

（２）評価方法 

ア 上記２（１）によって「合格」した提案書について技術的観点等から評価を加

え「得点」を与えるものとする。 

   イ 技術等評価表に記載する必須の評価項目に係る技術等については、仕様書に記

載する必須の要求条件を満たしているか否かを判定し、これを満たしているもの

には評価基準に基づき基礎点を与え、更に、これを超える部分については、評価

に応じ技術等評価表に示す点数の範囲内で得点を与える。 

   ウ 「技術等評価表」の各項については、根拠が具体的であり優秀な提案であると

判断できる場合や高度な追加提案があった場合はこれを高く評価する。 

 

 

３ 得点配分 

区 分 価格点 技術点 合 計 

配 点 ５０点 １００点 １５０点 

 

 

 

以 上 



※１　基礎点：　　 配点（）は必須項目であり、1項目でも評価基準を満たさないと｢不合格｣とする。

※２　加　点：　　  基礎点以外の項目は評価基準に応じて、加点対象となる。

※３　集計方法：  技術等審査委員会の委員毎が評価した得点を平均（小数点第2位未満を切り捨て）して行う。

得点配分　価格点：技術点　＝　１：１＋α （１は種別A、αは種別B）

A実施体制等

B創造性等

１．業務実施方針等

　①業務内容の妥当性、独創性 (4) A

(4) A

10 B

３．（１）（２） 10 B

３．（４） 10 B

全体

　②作業計画の妥当性、効率性 (4) A

10 B

２．組織・業務従事者の経験・能力

全体 (6) A

　②組織としての実施能力 全体 (4) A

2 A

2 A

　③業務従事者の経験・実施能力 全体 (4) A

2 A

4 A

３．ワークライフバランス等の推進に関する取組み

全体 5 A

４．賃上げの実施を表明した企業等

全体 5 A

(26) 50

74 50

100 100

全体

アンケートの回収率を上げ、調査を効果的に実施するための具体的な手法が提案されているか。
【3段階評価】(10（具体的に示されている）/5（一部具体性に欠ける）/0（具体性に欠ける）

業務実施に関する必要な知識・経験を有しているか。

過去5年以内に類似の業務の実績があるものが２名以上いるか。（現在実施中のものを除く。）
（2（評価基準を満たす）/0（評価基準を満たさない）の２段階評価）

幅広い知見・ネットワークを有する等、円滑に業務を遂行する能力をもっているか。
【3段階評価】(2（評価基準を満たす）/1（評価基準を一部満たさない）/0（評価基準を満たさない）

目的達成のために、作業手順及び進捗状況の報告のタイミング等の日程が効率的であるか。
【3段階評価】(10（評価基準を満たす）/5（評価基準を一部満たさない）/0（評価基準を満たさない）

アンケート調査及びヒアリング調査を踏まえ、企業版ふるさと納税の今後の制度設計や運用改善に向け
た課題と対策を効果的に提言する手法が提案されているか。
【3段階評価】(10（評価基準を満たす）/5（評価基準を一部満たさない）/0（評価基準を満たさない）

企業版ふるさと納税制度や、アンケートの集計・政策課題の要因分析等に関して、豊富な知識・知見が
あるか。
【3段階評価】(4（評価基準を満たす）/2（評価基準を一部満たさない）/0（評価基準を満たさない）

・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づく認定（えるぼし認定企
業・プラチナえるぼし認定企業）
　1段階目（＊①）  　２点
　2段階目（＊①）    ３点
　3段階目　            ４点
　プラチナえるぼし　５点
　行動計画（＊②）　１点
＊①　労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
＊②　女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の
数が300人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ）。

・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定
　くるみん（H29.3.31までの基準）（＊③）        　     ２点
　トライくるみん　                                                ３点
　くるみん（H29.4.1～R4.3.31までの基準）（＊④）　３点
　くるみん（R4.4.1以降の基準）                  　        ３点
　プラチナくるみん　　　　　　　　　　　　　　 　           ５点
＊③　旧くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９
年厚生労働省令第３１号）による改正前の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経過措置によ
り認定）。
＊④　新くるみん認定マーク（次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令（平成２９
年厚生労働省令第３１号）による改正後の認定基準又は同附則第２条第３項の規定による経過措置によ
り認定）。

・青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
　ユースエール認定　４点

※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行う。）
※内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については 相当する各認定等

【大企業】
事業年度において、対前年度比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を３％以上増加させる旨、従
業員に表明していること。
※「従業員への賃金引上げ計画の表明書（大企業用）」を提出すること。
【中小企業等】
事業年度において、対前年度比で給与総額を1.5％以上増加させる旨、従業員に表明していること。
※「従業員への賃金引上げ計画の表明書（中小企業等用）」を提出すること。

合　　　計

基礎点・種別A

加点・種別B

合計

【4件目2点、5件目2点、最大4点】

業務が遂行可能な人員の確保がなされているか。また、業務体制図が示されているか。（再委託先を含
む。）

円滑な事業遂行のための組織体制が組まれているか（ISO9000の取得等）。
（2（評価基準を満たす）/0（評価基準を満たさない）の２段階評価）

　①組織の類似業務の経験 過去5年以内に類似の業務を最低3件は実施しているか。（現在実施中のものを除く。）

過去5年以内に類似の業務を豊富に実施しているか。（現在実施中のものを除く。）
4 A

【具体的な提案1件につき2点、最大10点】

全体作業スケジュールに無理が無く、目的達成の実現性はあるか。

B10
仕様書に示した内容以外に、円滑な業務遂行とそれによる最大限の成果を目指す上での独自の具体的
な提案がされているか。

仕様書に示した内容について、全て提案されているか。

仕様書に示した内容について、前提条件や特徴について適切な認識をもっているか。

仕様書に示した項目毎に、その内容が具体的に示されているか。
【3段階評価】(10（具体的に示されている）/5（一部具体性に欠ける）/0（具体性に欠ける）

技術等評価表

件名：令和４年度企業版ふるさと納税の活用促進に向けたアンケート調査及びヒアリング調査業務

評価項目
仕様書
番号

評　　価　　基　　準 ()は必須項目
他は加点対象

配点 種別

全体
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